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　以下の被告訴人行・た告訴(老齢)事実について鍬:lなる処Ｆをまめるところです．

1.告訴事実

　平成２９年５』２日(火)午後６時２０分項、被告訴人鍬田満雄(以下単に幸田という)

は、放なく告訴人(以下単に私という)の居住地の敷地内に押し入って、無抵抗の私の胸

ぐらを鯖んで、私の左耳付近を握り拳で３阿吹打し左耳及び左後域部打撲の傷害を負わ

せたものです．

★刑法第１３０条(住居侵入等)・↑司法集２０４条(傷害)

9判例:邸宅とは．入の住居の用に夥せられる家屋に付属し．主として住夏着利用に供

せられるように区狐された場所をいう．(大判昭7・4・21刑集11-－○七)

2､告訴の事情

　平或２９年５月2(IC火)に庄原警察巷が佇･った接査のとおりであろうと思料いたし

ますが、詳細はロ噴にて述べさせて戴きます．

3.垢付書順

a､庄累日赤膚佻発行の診断劃写し)　ぐ跳､、

b.庄原警察署司法書i員宛の告訴状禰岑謎9？

　叙上a､♭､各１通　　　　　　　　　　ゝ4_｡･･

la､の診断書が写しであるのは､平成Z9牟Ｓ月26日にb.の告訴状と共に庄原警察磨に

甕出したのですが、庄原警察署はa.の診断書(蔵本)のみを受け敢ったからです。
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